
｢ 医療施設等物価高騰対策支援事業 ｣のご案内

医療施設等の管理者の皆さまへ

エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁で
きない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を
支給します。

補助対象施設及び基準額

2. １以外の医療施設等

５～１９床 38万４千円

２０床～ 病床数×２万４千円

1. 病院及び５床以上の病床を有する診療所

医科診療所（無床又は５床未満の病床を有する診療所） 26万４千円

歯科診療所 ７万８千円

薬局 14万３千円

柔道整復師施術所 ２万７千円

あんま、はり、きゅう施術所 ８千円

※ 申請様式で申告する令和５年４月～12月の燃料費等の負担増加額の合計額と基準額とのいずれか低

 い額を支給する。

※ 申請対象は令和５年４月以前に開設していて、申請日時点で事業を継続中の医療施設等に限る。

※ 医科・歯科は保険医療機関、薬局は保険薬局に限る。

※令和５年４月～12月の負担増加額が上記の基準額を下回る医療施設等については、差額分を

令和６年１月～３月の負担増加額をもって補助金を追加支給する。（令和６年４月申請受付開始予定）

ガス代、水道代、その他（ガソリン・重油など）、食材料費※1

※1 食材料費の補助対象は病院及び５床以上の病床を有する診療所に限る。

補助対象経費

申請受付期間

令和６年２月22日（木）まで
※受付期間以降は申請を受理することができませんので、ご了承ください。



③ 申請内容を確認後、補助金が交付されます

補助を受けるための流れ

① 申請様式を入手します

〇 沖縄県医療政策課のホームページから申請様式（エクセルファイル）を入手。

〔沖縄県医療政策課ホームページのURL〕

② 申請様式に記入 → 国保連へメールで提出

〇 申請方法

    ① 申請様式に必要事項を入力します。

  ② 必要事項を入力した申請様式を下記のメールアドレスに送付お願いします。

※メールにて提出することができない場合は、下記「お問合せ先」へご連絡ください。

〇 受理した申請内容を確認のうえ補助金の交付決定をした後、国保連から補助金 
 が振り込まれます。

      沖縄県国民健康保険団体連合会 業務管理課 管理係

      電話番号 098-863-2063（受付時間は平日9:00～17:00）
【 お問合せ先 】

④ その他

〇 申請から振込までの日程は以下のとおりです。

・令和６年2月2日（金）までの申請   →   令和６年２月29日（木）までに振込

・令和６年2月22日（木）までの申請 → 令和６年３月29日（金）までに振込

※ 交付決定の際は「補助金交付決定通知書」を送付します。

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/iryoseisaku/kikaku/iryo/r5bukkakoutotaisaku_shien.html

メールアドレス：bukka@okikoku.or.jp

件名：「（医療機関等番号）医療施設等物価高騰対策支援事業」
【 宛先 】

「沖縄県医療政策課」で検索 → 医療政策課HPの「お知らせ」欄 → 「医療施設等物価高騰対策支援事業」

〇 別添の申請要領等をご確認のうえ、申請をお願いします。
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